
 

６．車道混在の整備方針

６．車道混在の整備方針 

 

６－１．基本的な考え方 

●自転車走行指導帯は、自動車からの視認性を高めることを基本として、「車

道の左側端」を明示するための路面表示であり、自転車のルール遵守率の

向上や自動車との共存性を向上させるために整備するものであることか

ら、自転車マークや矢印の路面表示を設置するものする。 

●幹線的な道路で自転車走行指導帯を整備する場合、自転車通行空間である

ことをドライバーに周知するため、自転車マークと矢印に加え、着色また

は区画線等により明示することが望ましい。 

●非幹線的な道路で自転車走行指導帯を設置する場合、歩行者優先であるこ

とを踏まえ、歩道や路側帯により歩行空間を確保した上で、車道の左側端

に自転車マークと矢印を設置するものとする。自転車通行空間であること

をドライバーに周知するため、自転車マークと矢印に加え、区画線等によ

り明示することが望ましい。 

●路肩の活用は、路肩をカラー化する場合、あるいは路面を着色せず自転車

マークと矢印等の路面表示を設置する場合をいう。 

●路肩の活用の検討は、歩道と車道とが区分されている道路に限って実施す

るものとし、歩道のない道路では、自転車の通行位置を示す方法としての

路肩の活用は実施しないものとする。 

 ▼自転車走行指導帯（幹線的な道路） 
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６．車道混在の整備方針 

▼自転車走行指導帯（非幹線的な道路） 

（カラー化） ▼路肩・停車帯の対策 

（路面表示の設置） 
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６．車道混在の整備方針

６－２．単路部 

１）道路構造 

（１）幅員等 

●幹線的な道路における自転車走行指導帯及び路肩の活用における幅員は、

1.0ｍ以上を確保することが望ましい。ただし、道路の状況等によりやむ

を得ない場合は 0.75ｍ以上とすることができる（p116 を参照）。 

●非幹線的な道路における自転車走行指導帯（破線を設置する場合）の幅員

は、0.75ｍ以上の歩行空間を確保した上で検討することとし、0.75ｍ以上

を確保することが望ましい。ただし、自転車ネットワークを形成する上で

必要な路線については、交通状況に応じて 0.6ｍ以上とすることもできる

（p117～120 を参照）。 

●幅員は、側溝の部分を除いて確保することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼路面表示を設置した事例 

（鞍月用水沿い市道・金沢市） 

▼４車線道路の事例 

 （国道 359 号・金沢市） 

▼２車線道路の事例 

（東金沢地区市道・金沢市） 

▼路肩をカラー化した事例 

（明薬通りブルーゾーン・世田谷区） 

 

▼路肩に自転車マーク・矢印を設置した 

事例（市役所前市道・加賀市） 

▼破線を設置した事例 

（城北中央公園前市道・金沢市） 
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６．車道混在の整備方針

（２）建築限界 

●建築限界は、道路構造令第 12 条の規定による。 

 

（３）線形 

●自転車走行指導帯は、車道の左側端に設置されるものであることから、道

路構造令の車道に関する規定による。 

 

（４）横断勾配 

●横断勾配は、道路構造令第 24 条第 1 項、第 2 項及び第 3 項の規定による。

 

（５）縦断勾配 

●縦断勾配は、道路構造令第 20 条及び「自転車道等の設計基準」の 5-5 縦

断勾配の規定による。 

 

２）通行位置の明示 

●自転車マークや矢印の路面表示を設置するものとする。その設置方法や大

きさ等は、以下に示すものを基本とする。 

●非幹線的な道路で、自転車走行指導帯を強調するための区画線（路面表示）

を設置する場合は、自転車マークと矢印の路面表示に加え、幅 10cm の白

線破線を2ｍピッチで設置するものとする。なお、路側帯の区画線は幅15cm

の白色実線とする。 

●幹線的な道路で、自転車走行指導帯を着色する場合は、自転車マークと矢

印の路面表示に加え、「灰桜色・茶色系」の着色帯（W=0.75m、L=1.8m）を

30cm 間隔で設置するものとする。また、非幹線的な道路と同様に、幅 10cm

の白線破線で 2ｍピッチの区画線（路面表示）を設置することができる。

●必要に応じて、看板の設置や「左側通行」などの路面表示を設置すること

により、通行位置・通行方向を強調することが考えられる。 
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６．車道混在の整備方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼幹線的な道路の場合の路面表示イメージ 

▼非幹線的な道路の場合の路面表示イメージ 

▼自転車マーク＋矢印の標準寸法（単位：mm） 
▼歩行者マーク 

の標準寸法（単位：mm） 
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６．車道混在の整備方針

３）その他の安全対策 

●必要に応じて、自動車の速度を抑制するため、ハンプ、狭さく、シケイン

等の物理的デバイスを設置することを検討するものとする。 

●ハンプを設置する場合は、車道全幅員に設置するか、自転車の通行に配慮

して、ハンプを設置しない部分を 1.0ｍ以上確保することが望ましい。 

●ハンプを設置しない部分が生じる場合は、ハンプの両端にゴム製ポール等

を設置し、段差があることを明確化することが望ましい。 

●狭さくやシケイン等ハンプ以外の物理的デバイスを設置する場合におい

ても、自転車や歩行者、車いすの通行に配慮した通行空間を確保すること

が望ましい。 

 

６－３．特殊部 

１）バス停部 

●バス停車中（乗降中）の場合、自転車は、バスが発進するまで後方で待機

するものとする。また、歩道に上がって迂回する場合は、自転車から降り

て通行するものとする。 

●バス停部では、「５－３．特殊部」を参考に設計するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）立体横断施設部 

●立体横断施設部では、「５－３．特殊部」を参考に設計するものとする。 

 

３）パーキング・メーター設置区間部 

●パーキング・メーター設置区間では、様々な形態が考えられるため、個別

に検討するものとする。 

 

 

▼玉川図書館横市道（金沢市）の事例 

：ふらっとバス停留所 
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６．車道混在の整備方針 

６－４．交差点部 

１）一般的な交差点 

●単路部と同様に交差点流出入部においても混在させるため、交差点流入部

では必要に応じて、路面表示を設置することが考えられる。交差点内や交

差点流入部に路面表示を設置する場合は、「３－８.３）（３）混在の場合」

を参考に設計するものとする。 

●ただし、主道路、従道路ともに「混在の場合」であるため、道路標示「右

左折の方法（111）」は、設置しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼自転車走行指導帯が交差する交差点のイメージ 

▼交差点隅角部の道路構造のイメージ 
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６．車道混在の整備方針

２）細街路との交差点 

ａ）看板・路面表示 

 ・細街路との交差点部において、自転車の通行位置、通行方向を明確化するため、自

転車マークの路面表示を設置するものとする。 

 

ｂ）細街路側の構造等に関する留意事項 

「４－４．２）ｄ）細街路側の構造等に関する留意事項」を参考に設計するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼国道359号（金沢市）の事例 ▼城北中央公園前市道（金沢市）の事例 

▼交差点イメージ（幹線的な道路） 
▼交差点隅角部の道路構造のイメージ 

（幹線的な道路） 

▼交差点イメージ（非幹線的な道路） 
▼交差点隅角部の道路構造のイメージ 

（非幹線的な道路） 
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